みやき町児童育成支援拠点事業業務委託仕様書

１　委託業務名
みやき町児童育成支援拠点事業業務委託

２　業務委託期間
令和８年７月１日（水）から令和９年３月３１日（水）まで

３　業務の目的等
本業務は養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児童の居場所となる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供等を行う等の個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、児童の最善の利益の保障と健全な育成を図ることを目的として実施するものである。

４　主な業務
「みやき町児童育成支援拠点事業業務」の主な内容は次に掲げるとおりとする。
（1） 安全・安心な居場所の提供
（2） 生活習慣の形成（片付けや手洗い、うがい等の健康管理の習慣づけ、日用品の使い方に関する助言等）
（3） 学習の支援（宿題の見守り、学校の授業や進学のためのサポート等）
（4） 食事の提供
（5） 課外活動の提供
（６）学校、医療機関、地域団体等の関係機関との連携
（７）保護者への情報提供、相談支援
（８）送迎支援

５　実施場所
みやき町大字中津隈１９８８番地　みやき町多世代交流センター

６　開所日時
　 (１)　学校の授業の休業日（長期休暇期間等）においては月曜日から金曜日の午前11時 から午後８時までとする。ただし、祝日（国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日をいう。）８月13日から８月15日まで及び12月29日から翌年 １月３日までを除く。 
(２)　学校の授業の休業日以外の月曜日から金曜日の学校の授業終了後から午後８時までとする。
２　前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、開設日・時間を変 更することができる。 
３　前各項に掲げる開設日において、重大な災害等が発生し危険が見込ま　れる場合又は感 染症等の流行等においては臨時に休業することができる。
７　対象世帯及び対象児童
　　本事業の支援対象は、児童や保護者からの相談や、庁内の関係部署及び関係機関からの情報提供・相談等により把握され、本事業による支援が必要であると町が認めた、次に揚げるような状態にある児童及びその保護者を対象とする。
(１)食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭の児童等、養育環境に関して課題のある主に学齢期以降の児童及びその保護者
(２)家庭のみならず、不登校の児童や学校生活になじめない児童等、家庭以外にも居場所のない主に学齢期以降の児童及びその保護者
(３)その他、事業の目的に鑑みて、市町村が関係機関からの情報により支援を行うことが適切であると判断した主に学齢期以降の児童及びその保護者

８　定員
２０名

９ 配置職員等
（１）管理者
	児童福祉事業またはそれに類する業務に従事していた十分な経験等を持つ者で、支援員の指導・調整、運営に関わる管理等の現場を統括する能力を有するもの。
	主に支援員の指導・調整、運営に関わる管理、町の事業担当部署やこども家庭センター・学校・児童福祉施設・医療機関との連携、アセスメントに基づいた支援計画の作成等を行う。
（２）支援員
児童の福祉の向上に理解と熱意を有する者であって、児童に対して適 切な生活支援等ができるもの。
児童や保護者への支援等を行う。

１０　業務内容
（１）安心・安全な居場所の提供
	実施を求める背景
	支援対象は、不適切な養育状態にある児童等や、家のみならず学校にも居場所がない児童のため、安全・安心な居場所となるような場所を提供する必要がある。

	具体的な実施事項例
	・国の定める児童育成支援拠点事業ガイドライン「4.実施方法」や「5.職場倫理及び事業内容の向上」に記載された内容の実施。
・児童の声を聴き、その声を反映するような取組。
・周囲とのコミュニケーション支援等。

	留意事項等
	（２）以降の支援を提供することのみに意識が寄ってしまうことがないよう留意が必要。



（２）生活習慣の形成
	実施を求める背景
	支援対象の児童は生活習慣を形成する機会に乏しい場合が想定されるため、児童が基本的な生活習慣を習慣化するための取組が必要である。

	具体的な実施事項例
	・挨拶
・片付けや手洗い、うがい等の健康管理の習慣づ
　け
・入浴支援
・日用品の使い方に関する助言
・整理整頓、その他お手伝い等

	留意事項等
	入浴支援は、心身の衛生状態を保つためだけではなく、児童の身体のあざなど虐待の早期発見につながることも考えられる。また、掃除や洗濯、調理のお手伝いなど、児童の年齢や児童の実態（成長やこころとからだの状態）に応じた生活する力
を身につけるための支援を行うことが望ましい。






（３）学習の支援
	実施を求める背景
	本事業を利用することにより、家庭での学習時間が確保できないことや、本事業の支援対象の家庭が学習面のサポートが難しい場合が想定されるため、本事業において、宿題の見守りや学習習慣を身につける支援を行う必要がある。

	具体的な実施事項例
	・宿題の見守り
・学校の授業や進学のためのサポート
・こどもの権利を学ぶ機会の提供
・読書習慣の形成
・個人の学習能力に合わせたサポート、運動能力の向上に向けたサポート等

	留意事項等
	個人の状況や宿題の有無を考慮しつつ支援することが望ましい。なお、学校教育を担保する機能は持ち合わせていないことに留意した上で、児童自身の学びに寄り添うことに注力すること。



（４）食事の提供
	実施を求める背景
	本事業の支援対象の児童は、十分な食事が摂れていない場合も想定されるため、本事業所において食事を提供する必要がある。

	具体的な実施事項例
	・食事の提供
・適宜おやつの提供
・こども食堂や地域食堂との連携・交流による食事の提供
・各種イベントでの食事の提供 等

	留意事項等
	児童の身体の状況を考慮しつつ適切な食事を提供することが望ましい。
また、食事の様子から家庭環境の把握につながることも考えられる。
食事の提供に当たっては、食育の観点に配慮するとともに、衛生管理及び事故防止の徹底を図ること。その際、提供する食事は、必ず事業の実施場所で調理された食事であることを要しない。なお、居場所において食事の提供を含めた各種支援を包括的に提供することを目的とした事業であるため、宅食により食事を提供することは不可とする。その他、食事の提供に際しては「保育所における食事の提供ガイドライン」（平成24 年３月30 日付け雇児保発0330 第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知）を参照すること。



（５）課外活動の提供
	実施を求める背景
	児童が、様々な学びや、多様な体験活動や外遊びの機会に接することは、人との出会いや、自己肯定感・自己有用感を高めるなど、社会で生き抜く力を得るための糧となることが期待される。

	具体的な実施事項例
	・調理実習、農業体験
・年中行事の体験
・学校訪問
・施設外での体験活動や遊びの提供
・身近な観光地の見学、地域のイベントへの参加
・社会資源を知る、つながる機会の提供
・地域住民と接する機会や地域のイベント、ボランティア、職業体験等、社会参画へ導く機会の提供 等

	留意事項等
	本事業の支援対象の児童は、認められる、褒められる、感謝される機会が少ないことが想定され、対等に接してくれる大人との出会いの機会や、社会資源や地域住民などとの交流を通じて、社会参画へ導く機会が、自己肯定感や自己有用感を高めることにつながる可能性がある。また、家では体験できない様々な経験や体験が必要である。
身近な観光地やイベントへの参加は、家族との会話や活動につながることも考えられる。



（６）学校、医療機関、地域団体等の関係機関との連携
	実施を求める背景
	児童や家庭により抱える課題は様々であり、複数の機関が連携し、各機関の相互理解に基づく一体的な連携が重要であり、町で構築したネットワークを活用することが想定される。
各機関と、円滑な連携を図るため、日々の情報交換や交流を通じて、本事業について理解してもらう必要がある。

	具体的な実施事項例
	・柔軟な各種関係機関との情報共有の実施
・定期的な情報交換会の開催
・学校との行事予定の情報交換、宿題の提供状況の把握や事前に保護者、学校、事業者で決めておいた内容（気になる様子や欠席確認等）についての情報共有
・保護者や医療機関から求められた際の利用時の様子の情報提供
・学校や地域、関係機関等の行事への参加、協働実施
・SNS等を活用したシームレスな情報共有体制の構築等

	留意事項等
	本事業の利用者や支援対象になり得る児童を地域団体やNPO等が把握している可能性があり、事業者は地域にある様々な児童の居場所となっている機関や施設等と、日頃から連携し、情報把握に努め、適切に町へ情報提供することが望ましい。様々な居場所に携わる者同士が対話し、互いに尊重し学び合い、地域の児童の居場所づくりにおける大切にしたいことを確認し合うことも大切である。
また、保護者や地域住民等が本事業の活動に参画することは、児童に限らず、保護者や地域住民の新たな交流やつながりを得られる場として地域づくりにつながることも考えられる。
こうした取組は、地域そのものが安全・安心な居場所となることにもつながる。



（７）保護者への情報提供、相談支援
	実施を求める背景
	本事業の支援対象の児童の保護者も、様々な悩みや困難を抱えている場合が想定され、児童を通じて保護者の子育てへの支援が必要である。

	具体的な実施事項例
	・送迎の際の声掛けや、児童の様子の共有
・子育てサービスや資源の情報提供、利用に向けてのつなぎ役や同行支援。
・定期的な面談の実施 等

	留意事項等
	保護者とのコミュニケーションを通じ、関係性を構築し、愚痴や悩みを聞く中で、子育てサービスや資源の情報提供や、児童との関り方への助言等を行うことが望ましい。また、必要に応じて、子育てサービスや資源の利用のサポートを行うことも考えられる。



（８）送迎支援
	実施を求める背景
	地域によっては児童の自宅・事業所・学校等の距離が離れている場合や、帰宅時間が夜間に及び安全確保の必要性が生じる場合が想定される。

	具体的な実施事項例
	・送迎支援

	留意事項等
	就労等保護者が送迎することが困難な状況も想定されるため、地域の実情や利用者の状況を踏まえ、送迎支援を実施することが望ましい。
また、送迎時に保護者や学校関係者と直接会うことで、信頼関係の構築や自宅や学校での様子を含めた状況の把握につながることも考えられる。



（９）安全対策及び衛生管理
事故が生じた場合には、「教育・保育施設等における事故の報告等について」（令和６年３月22 日付けこ成安第36 号・５教参学第39 号通知）に従い、速やかに報告すること。
安全対策については①日常、②防災の２つの観点から、以下の点に留意すること。
① 日常
日常の遊びや生活の中で起きる事故やケガを防止するために、室内及び屋外の環境の安全性について毎日点検し、必要な補修等を行う。これには、遠足等行事の際の安全点検も含まれる。
事故やケガの防止に向けた対策や発生時の対応に関するマニュアルを作成し、マニュアルに沿った訓練又は研修を行い、職員等の間で共有する。
職員等は、児童の年齢や発達の状況を理解して、児童が自らの安全を守るための行動について学習し、習得できるように援助する。
食事やおやつの提供に際して、食物アレルギー事故、窒息事故等を防止するため、職員等は応急対応について学んでおく。
事故やケガが発生した場合には、速やかに適切な処置を行うとともに、児童の状況等について速やかに保護者に連絡し、運営主体及び市町村に報告する。
事業者は、職員等及び児童に適切な安全教育を行うとともに、発生した事故事例や事故につながりそうな事例の情報を収集し、分析するなどして事故防止に努める。
事業者は、必ず損害賠償保険に加入し、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。また、傷害保険等に加入することも必要である。

② 防災
事業者は、町との連携のもとに災害等の発生に備えて具体的な計画及 びマニュアルを作成し、必要な施設設備を設けるとともに、定期的に（少なくとも年２回以上）訓練を行うなどして迅速に対応できるようにしておく。また、外部からの不審者等の侵入防止のための措置や訓練など不測の事態に備えて必要な対応を図る。
町や学校等関係機関と連携及び協力を図り、防災や防犯に関する訓練 を実施するなど、地域における児童の安全確保や安全点検に関する情報の共有に努める。
災害等が発生した場合には、児童の安全確保を最優先にし、災害等の 状況に応じた適切な対応をとる。
災害等が発生した際の対応については、その対応の仕方を事前に定 めておくとともに、緊急時の連絡体制を整備して保護者や学校と共有しておく。

衛生管理に当たっては、以下の点に留意すること。
手洗いやうがいを励行するなど、日常の衛生管理に努める。また、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行い、適切に使用する。
施設設備や食事・おやつ等の衛生管理を徹底し、食中毒の発生を防止する。
感染症の発生状況について情報を収集し、予防に努める。感染症の発生や疑いがある場合は、必要に応じて町、保健所等に連絡し、必要な措置を講じて二次感染を防ぐ。
感染症や食中毒等の発生時の対応については、町や保健所との連携のもと、あらかじめ事業所としての対応方針を定めておくとともに、保護者と共有しておく。
食事の提供に際しては「保育所における食事の提供ガイドライン」（平成24 年３月30 日付け雇児保発0330 第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知）を参照すること。

（１０）届出等

<開始時に必要な届出事項>（児童福祉法施行規則第36 条の37 の３）
１ 事業の種類及び内容
２ 経営者の氏名及び住所（法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地）
３ 定款その他の基本約款
４ 運営規程
５ 職員の定数及び職務の内容
６ 主な職員の氏名及び経歴
※届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を町長に提出しなければならない。
また、受託者は、運営規程において、次に掲げる事業の運営についての重要事項を定めておくこと。

<運営についての重要事項に関する運営規程>
１ 事業の目的及び運営の方針
２ 職員の職種、員数及び職務の内容
３ 開所している日及び時間
４ 支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき　
　 額
５ 利用定員
６ 通常の事業の実施地域
７ 事業の利用に当たっての留意事項
８ 緊急時等における対応方法
９ 非常災害対策
10 虐待の防止のための措置に関する事項
11 その他事業の運営に関する重要事項
その他、事業の実施に当たっては以下の届出も必要となる。各事業所の事業内容によって異なる部分もあるため事業所ごとに必要事項を確認の上、準備する必要がある。

<運営中の町への提出>
（１）業務実績報告書等の提出
受託者は、年度ごとに、業務終了後２０日以内に業務実績報告書を作成し、本町へ提出すること。提出書類は以下のとおり。
・業務実績報告書
・業務収支報告書
・その他町長が別に定める事項
（２）月次報告書の提出
受託者は、以下に記載する事項を記載した当月分の月次報告書を作成し、翌月１０日までに本町へ提出すること。
・月報（利用者数、入所児童の近況など）
・出勤簿
・活動日誌
（３）事故報告書の提出
受託者は、業務を実施する中で、事件、事故等が発生した場合は、速やかに事故報告書を作成し、本町へ提出すること。

　（１１）利用料
みやき町の定める「みやき町児童育成支援拠点事業実施要項」により利用料が生じる利用者については徴収した後、みやき町へ納付すること。

　（１２）個人情報の取扱い
本業務の受託者は、本業務の実施に伴って取り扱う個人情報について、個人情報保護法を遵守し実施しなければならない。

（１３）整備する書類・帳簿・台帳
委託期間中の文書管理については、本町の指示に基づき、年度毎、分野毎に分類し、下記に示す期間の間、適切に管理すること。
なお、廃棄する際には、個人情報が記載されているものについては、シュレッダー等により裁断すること。
（１）経理に関する諸帳簿５年間
（２）人事に関する記録５年間
（３）備品台帳５年間
（４）登録児童台帳５年間
（５）活動日誌５年間
（６）町等への報告書５年間
（７）その他必要に応じて協議

（１４）業務の引継ぎ
契約期間が満了した時（継続して受注者に指定された時を除く。）又は契約が取り消された時は、施設を原状回復して本町に建物、附帯設備、備品、管理に必要な書類、データ等を引き渡すとともに、次期受託者及び本町と十分に事務引継を行うこと。
ただし、原状回復について本町の承認を得た時は、この限りではない。

（１５）留意事項
（１）本業務の遂行にあたり、受託者は業務上知り得た事項を第三者に漏えいしないよう十分に注意すること。
（２）受託者の責に帰すべき理由により、本町又は第三者に損害を与えた場合には、受注者がその損害を賠償すること。
（３）受託者は本業務を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。
ただし、あらかじめ本町の承認を受けた場合には、業務の一部を委託することができる。

（１６）協議
この仕様書について疑義が生じた時又は定めのない事項や細部の業務内容については、その都度、本町と協議すること。
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